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７ 課題抽出及び基盤の強化の目標及び基盤の強化に向けた実現方策 

７．１ 県全域共通の課題、目標及び実現方策について 

県全域共通の課題、目標及び実現方策については、茨城県水道ビジョンと整合を図ることとします。 

なお、茨城県水道ビジョンにおいては、「茨城県水道の理想像」を設定し、水道水の安全の確保を

「安全」、確実な給水の確保を「強靭」、供給体制の持続性の確保を「持続」と表現し、それぞれの項

目について課題を整理し、目標及び実現方策を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 茨城県水道の理想像、取組みの基本方針・基本目標 

● 水道未普及の解消 

● 水質管理体制の強化 

  ・クリプトスポリジウム等対策 

・水安全計画の策定 

・非公営簡易水道等の水質管理の強化 

・鉛製給水管更新の推進 

● 貯水槽水道の対策 

水道水の安全 

 

 

安全な 

水の供給の保証 

● 水道施設の耐震化の推進 

● 危機管理対策の強化 

● 住民との連携の強化 

危機管理・災害対策 

● 経営健全化の推進 

● 人材の育成、技術力の強化 

● 運営基盤の強化に関わる方策の推進 

・水道事業ビジョンの策定 

・アセットマネジメントの実践 

・耐震化計画の策定  

・水道施設台帳の整備 

運営基盤の強化 
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図 7-2 水道未普及の解消 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-3 水質管理の強化（クリプトスポリジウム等対策） 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-4 水質管理の強化（水安全計画の策定） 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-5 水質管理の強化（非公営簡易水道事業等の水質管理の強化） 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-6 水質管理の強化（鉛給水管の更新） 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-7 貯水槽水道対策の強化 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-8 水道施設の耐震化の推進 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-9 危機管理対策の強化 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-10 住民との連携の強化 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 
図 7-11 経営健全化の推進 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
図 7-12 人材の育成、技術力の強化の取組み 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-13 運営基盤の強化に関わる方策の推進 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 
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図 7-14 取組みのスケジュール 

 出典：茨城県水道ビジョン（令和４年２月） 

 

 

基本目標 目標設定

水道未普及の解消
水道普及率
94.7％【H30年度】⇒100％【R32年度】

水
質
管
理
体
制
の
強
化

クリプトスポリジウ
ム等対策

クリプトスポリジウム等対策指針に沿った対応の推進
【定性指標】

水安全計画の策定
水安全計画の策定率
20.9％【R2年度】⇒100％【R12年度】

非公営簡易水道等の
水質管理の強化

非公営簡易水道については、上水道への統合を推進
【定性指標】

小規模水道については、出来る限り、上水道への統合
を推進【定性指標】

鉛製給水管更新の
推進

鉛製給水管の更新を着実に実施【定性指標】

貯水槽水道の対策 受検率の向上及び指摘率の低減を図る。【定性指標】

水道施設の耐震化の推進

浄水場耐震化率
16.5％【H30年度】⇒41％【R12年度】

配水池耐震化率
40.0％【H30年度】⇒70％【R12年度】

基幹管路耐震適合率
42.3％【H30年度】⇒60％【R12年度】

危機管理対策の強化

危機管理マニュアル【共通部（地震）】の策定率
58.1％【H30年度】⇒100％【R12年度】

リエゾン派遣制度の整備【定性指標】

住民との連携の強化 住民とのコミュニケーション体制を強化【定性指標】

経営健全化の推進

資産維持費を適正に計上した料金設定の推進
【定性指標】

収支の見通しの作成・公表の推進【定性指標】

住民とのコミュニケーション体制を強化【定性指標】
（再掲）

人材の育成、技術力の強化

ICTを活用した業務全般の省力化の推進【定性指標】

技術力向上に資する研修への参加を推進【定性指標】

第三者委託をはじめとした官民連携の推進
【定性指標】

運
営
基
盤
の
強
化
に
関
わ
る

方
策
の
推
進

水道事業ビジョンの
策定

水道事業ビジョン策定率
76.8％【R2年度】⇒100％【R12年度】

アセットマネジメン
トの実践

アセットマネジメント（標準型３C以上）の実施率
51.1％【R2年度】⇒100％【R12年度】

耐震化計画の策定

耐震化計画（施設）策定率
41.9％【R２年度】⇒100％【R12年度】

耐震化計画（管路）策定率
55.8％【R2年度】⇒100％【R12年度】

水道施設台帳の整備

水道施設台帳整備率
41.9％【R２年度】⇒100％【R４年度】

水道施設台帳（管路）電子化率
100％【R7年度】

中
間

令
和
7
年

目
標

令
和
12
年

令
和
３
年

以
降
継
続

基
本
方
針

安
全

強
靭

持
続
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７．２ 県南西地域特有の課題、目標及び実現方策について 

 県南西地域特有の課題、目標及び実現方策を以下に示します。 

 

７．２．１ 県南地域の現況、課題、目標及び対応について 
表 7-1 現況、課題、目標及び対応（県南） 

現況 

地域全体としては、水需給に余裕がある状況である。 

なお、本地域は全域が地下水採取規制区域である。 

課題 目標 対応 

①水道用水供給事業の施設稼

働率が低下しており、高コ

スト体質となっている。 

施設稼働率の向上 

 

 

県西地域へ水融通を行うことによ

り、施設稼働率を向上させる。 

②契約水量と実給水量とに乖

離を生じている水道事業者

については、受水費が経営

上の負担となっている。 

乖離の段階的な解消 

 

 

県西地域へ水融通を行うことによ

り、乖離の解消を行う。 

③水道普及率の向上が必要で

あるが、整備費用が負担と

なっている。 

水道普及率の向上 

 

 

 

生活基盤施設耐震化等交付金（広

域化促進地域上水道施設整備費）

の活用を継続し、水道普及率の向

上を図る。 

 

７．２．２ 県西地域の現況、課題、目標及び対応について 
表 7-2 現況、課題、目標及び対応（県西） 

現況 

地域全体としては、水需給がひっ迫している状況である。 

なお、本地域は全域が地下水採取規制区域である。 

課題 目標 対応 

①多くの市町村において地下

水浄水場の更新時期を迎え

ており、地下水の代替水が

確保できない場合は、浄水

場の更新に多額の費用が必

要となってしまう。 

地下水代替水の確保（県水

の確保）及び地下水浄水場

更新費用の縮減（浄水場の

配水池化） 

 

県南地域から水融通を受けること

により、県水を確保する。 

これにより、浄水場の配水池化を

可能とし、地下水浄水場更新費用

の縮減を図る。 

※県西地域に県水の浄水場を新設

するよりも、水融通した方が安価

である。 

②現在の県水受水地点と受水

量にアンバランスを生じて

おり、受水地点の廃止（振

替）や新規受水地点の追加

が必要となっている。 

県水受水地点及び受水量の

適正化 

 

 

 

県南地域からの水融通を契機とし

て、県水受水地点及び受水量の適

正化を図ることにより、水道施設

の統廃合を推進する。 

※ 県水とは、県営の水道用水供給事業から水道事業に供給される水道水をいう。 



104 
 

７．２．３ 目標の実現方策について 
表 7-3 目標の実現方策（県南西） 

対応 対応にあたっての課題 実現方策 

①県南西地域の諸課題につい

ては、県南地域から県西地

域へ水融通を行うことによ

り解消できる。 

 

水道用水供給事業の供給対象

市町村は、水道法に基づき、

事業毎に定められているた

め、供給対象市町村外への融

通はできない。 

（県南広域水道用水供給事業

から県西広域水道用水事業へ

の水融通はできない。） 

 

県南広域水道用水供給事業と県西

広域水道用水供給事業を事業統合

することにより、法的課題を整理

し、水融通を可能とする。 

 

 

 

 

県南地域の余裕水量と県西地

域の不足水量とに過不足があ

るため、双方の要望を完全に

満たすことはできない。 

県が関係者間の調整を行う。 

②生活基盤施設耐震化等交付

金（広域化促進地域上水道

施設整備費）の活用を継続

する。 

補助採択要件を満たす必要が

ある。 

（水道法第５条の３に基づく

水道基盤強化計画の策定（本

計画）が必要） 

 

水道基盤強化計画を策定し、水道

法第５条の３第２項第７号に掲げ

る事項として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


